
《倉吉市バドミントン協会規約》 

 

第１章 総則 

 

（名称及び構成員）  

第１条 この協会は、倉吉市バドミントン協会（以下「協会」という。）といい、倉吉市内

在住者をもって組織する。 

２ 前項の市内在住者とは、市内に住所のある者、市内勤務者又は市内で活動してい

るクラブチームの所属クラブ員をいう。 

３ 協会の会員登録は、個人登録とする。ただし、任意の団体に所属している者は、団

体登録を原則とし、加盟団体の取り扱いは、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 会員登録者の市町村協会登録は、登録者の居住地とする。 

(2) 会員登録者の部会・連盟は、登録者の所属するクラブ、団体の加盟先又は登 

録者本人の選択による。 

(3) 高校・大学・高専・各種専門学生は一般のクラブ、団体に所属し登録できる。 

(4) 協会の会員登録費は、次の表のとおりとする。  

 

 （公財）日本協

会 

鳥取県協会 倉吉市協会 合  計 

Ａ

級 
一   般 １,０００円 １，３００円 ７００円 ３，０００円 

大 学 生 １,０００円   ６００円  １，６００円 

高 校 生 ５００円   ６００円  １，１００円 

中 学 生 ３００円   ４００円    ７００円 

小 学 生 ３００円   ４００円    ７００円 

Ｂ
級 

一   般  １，３００円 ７００円 ２，０００円 

中 学 生    ４００円    ４００円 

 

(5) 協会の会員登録事務（手続き）は、次のとおりとする。 

1 会員登録の窓口 

(1) 一般（実業団、教職員、レディース、社会人クラブ）、学生……市協会 

(2) 高校生…………………………………………………………高体連専門部 

(3) 中学生…………………………………………………………中体連専門部 

(4) 小学生…………………………………………………………小学生連盟 

 

2 会員登録番号の管理 

(1) 会員登録番号の管理は、総務委員会が行う。 



(2) 会員登録番号の付与は、「会員登録番号の管理」により行う。 

 

3 会員登録窓口の業務 

(1) 総務委員会の定める「会員登録申込書」、「会員登録名簿」による協会への

登録業務 

(2) 登録費の徴収 

(3) 本協会のＡ級登録者への会員証(カード)の配布 

 

4 協会の会員登録業務 

(1) 会員登録窓口からの会員登録受付と管理 

(2) Ａ級会員登録者への会員証(カード)の発行 

(3) 会員登録名簿の作成と市町村協会、部会・連盟への名簿の配布 

(4) 登録者の鳥取県バドミントン協会登録事務 

 

(6) 協会の会員登録時期は、次のとおりとする。 

1 当該年度の会員登録は、原則として総務委員会に３月３１日までに登録するこ

と。(A 級 = 日本バドミントン協会) 

2 その後の会員登録は、随時追加登録を認める。 

3 会員登録費は、その年度のみ有効である。  

(7) 会員登録番号の管理については、別に定める。 

 

（事務局） 

第２条 この協会の事務局は、原則として、理事長所在地に置く。 

 

（目的） 

第３条 この協会は、バドミントン競技の技術向上と普及に努め、この競技を通じ体位

向上と親睦を図ることを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この協会は、前条の目的を遂行するため、次の各号に定める事業を行う。 

(1) 各種競技会 

(2) 職場、学校、学園、団体等の指導 

(3) その他目的達成に関する事業 

 

第２章 役員 

 



（役員） 

第５条 この協会は、次の各項に定める役員を置く。 

２ この協会は、必要により常任理事会において推薦した次の名誉役員を置くことが

できる。 

 (1) 顧問                  若干名 

３ この協会は、次の各号に定める執行役員を置く。 

 (1) 会長                         １名 

 (2) 副会長                      若干名 

 (3) 理事長                     １名 

 (4) 副理事長                   若干名 

 (5) 常任理事（委員長・副委員長）       若干名 

 (6) 理事（委員）                  若干名 

 (7) 監事                         １名 

 (8) 代議員                       ３名 

 

（役員の職務） 

第６条 この協会役員の職務は、次の各項のとおりとする。 

２ 名誉役員 

 その功績をたたえ名を残し、必要あるときは会長の諮問に応じる。 

３ 執行役員 

(1) 会  長      本協会を総理し、本協会を代表する。 

(2） 副会長      会長を補佐し、事故があるときは代行する。 

(3） 理事長     会長・副会長を補佐し、常任理事会の議決に基づき本協会の 

通常業務を処理する。 

(4） 副理事長      理事長を補佐する。 

(5） 常任理事・理事 理事長を補佐し、担当業務を処理する。 

(6） 監事          本協会の業務・財務の監査を行う。 

(7） 代議員        本協会登録者代表として第３条の遂行に対し、参画する。 

 

（役員の選出） 

第７条 この協会の役員の選出は、次の各項に定めるとおりとする。 

２ 名誉役員は常任理事会で推薦し、総会の承認を得る。 

３ この協会の執行役員の選出及び決定は、総会において行う。なお、選出・決定に

あたって、次の各号に定めるとおりとする。 

(1） この協会の役員は、２以上の役員となることができない。 

(2） 役員の中に欠員が生じた場合は、本項に従い行う。 



(3） 会長・副会長は学識経験者理事の中から選出する。 

(4） 理事長・副理事長は常任理事の中から選出する。 

(5） 常任理事は理事の中から選出する。 

(6） 理事及び監事は各部会・連盟及び社会人クラブより選出する。 

(7） 代議員は協会登録者より 3 名選出する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 ２ 役員は、任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を

遂行する。 

 

第３章 組織及び業務分掌 

 

(組織) 

第９条 この協会は、次の図により組織し運営する。なお、必要に応じ、特別委員会を

設置することができる。 

2   組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（業務分掌） 

第１０条 各委員会の業務内容は、別に定める。 

 

第４章 機関 

 

顧 問 

会 長 

副会長 

理事長 

副理事長 

総務委員会 

事業委員会 

強化委員会 

監 事 



（機関） 

第１１条 この協会に次の各号に定める機関を置く。 

(1) 総会 

(2) 常任理事会 

(3) 委員会 

 

（総会） 

第１２条 総会は、この協会の最高議決機関であって、執行役員をもって構成し、毎年

１回会長が招集する。ただし、次の場合は臨時に招集しなければならない。なお、

会長が必要と認めた者を出席させることができる。 

(1) 役員の２分の 1 以上の要求があったとき 

(2) 常任理事会の要求があったとき 

(3) 会長が特に必要と認めたとき 

 

（附議事項） 

第１３条 総会に附議しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 規約の改廃 

(2) 役員の選出及び決定 

(3) 事業運営予定及び総括 

(4) 予算の決定及び決算の承認 

(5) その他必要と認めた事項 

 

（決議） 

第１４条 総会は、総会構成員の２分の 1 以上の出席により成立する。ただし、委任状

による場合も出席とみなすことができる。 

２ 総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

 

（常任理事会） 

第１５条 常任理事会は、次の各項のとおり開催する。 

２ 常任理事会は、理事長・副理事長・常任理事(委員長・副委員長)で構成する。 

３ 常任理事会は、随時理事長がこれを招集する。 

４ 常任理事会は、この協会の総会に次ぐ議決機関で、次の各号に定める事項を議 

決する。 

(1) 事業の運営及び執行に関する事項 

(2) 総会の決議により委任された事項 



(3) その他必要な事項 

５ 常任理事会は、常任理事の２分の 1 以上の出席により成立する。 

６ 常任理事会の議決は出席役員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは 

理事長の決 するところによる。 

７ 常任理事は、事業の運営及び執行に当たる。 

 

 

（委員会） 

第１６条 委員会は、次のとおり開催する。 

委員会は、委員をもって構成し、随時委員長がこれを招集し、決定した事項は理

事長に報告する。 

 

第５章 旅費及び日当 

別途定める 

 

第６章 会計 

 

（経費） 

第１９条 この協会の経費は、次の各号の収入をもって充てる。 

(1) 市の補助金 

(2) 寄付金・広告料・世話料 

(3) 大会収入 

(4) その他の収入 

 

（事業年度） 

第２０条 この協会の事業は毎年１月１日に始まり、１２月３１日に終わるものとする。 

 

（経費の運用） 

第２１条 毎年の余剰金はこれを準備金として積立てるものとする。但し、総会の決議

により使用することができる。 

 

（財政報告） 

第２２条 会計監査は、事務局の会計事務について監査し、総会及び常任理事会に

報告しなければならない。 

２ 本協会の経費は、予算制で運用することを原則とする。 

 



第７章 罰則 

 

第２３条 本規約の定める事項に反したときは、本協会に対する一切の権利を失う。 

 

第８章 弔慰 

別途定める 

 

第１０章 選手派遣・選考基準 

 

第２６条 各大会への選手派遣・選手選考について次の各項のとおり定める。 

２ 鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭は、協会でチーム編成をし選手団派遣を 

行うものとする。 

３ 鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭の選手選考基準は次の各号のとおり定め 

る。 

(1) 小学生：県 ABC 大会・県小学生選手権の成績上位者及び協会推薦等により選

出する。 

(2) 中学生：中学総体・県中学生新人選手権の成績上位者及び協会推薦等により

選出する。 

(3) 一般：各種大会の成績及び協会推薦等により選出する。 

４ 前項の各種別の監督については、会長又は理事長が候補者を選出し、指名す 

る。 

５ 各種別の監督については、指導者資格を有する者が望ましいが、それに準ずる 

者(地域での指導経験者、教職員、協会幹部)でも可とする。 

６ ２項の大会の経費は、倉吉市支給と本協会予算に基づき負担する。 

 

第１１章 指導強化 

 

第２７条 協会登録者の競技力向上に対する事業について次の各項のとおり定める。 

２ 競技力向上に対する事業として次の各号に定める事業を実施するものとする。 

(1) 倉吉市バドミントンサーキット：４回/年程度 

３ 前項の大会責任者は、計画書・役員名簿・予算書を作成し、常任理事会(開催不 

可時には理事長の承認)にて承認を得なければならない。 

４ ここでいう大会責任者は大会会長若しくは大会委員長をいう。 

５ ２項の事業運用については、別に定める。 

６ 強化練習会については、次の各号のとおり定める。 

(1) 鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭は、２回/年程度実施する。 



(2) (小中高一貫)強化練習会は強化委員会にて事前に計画案・予算書を作成し、

常任理事会(開催不可時には理事長の承認)の承認を得るものとする。 

７ (小中高)強化練習会は予算に基づき、協会負担とする。 

８ 総務委員会は提出された計画書・予算に基づき、事業費を捻出する。 

９ 強化練習会責任者は、事業終了後に遅滞なく報告書を提出するものとする。 

10 指導強化に関して、営利目的での事業開催、運営を禁止する。 

 

第１２章 公認審判員資格の更新助成 

 

第２８条 会員で公認審判員資格を保有している者がその資格を更新する際は、市協

会及び県協会で定められた金額を助成するものとする。ただし、市協会助成につい

ては中部地区大会以上の大会において、審判実績１回以上/資格有効期間を条件

とする。 

２ 事業委員会は、県協会と調整し更新料の助成額を決定するものとする。 

 

第１３章 補則 

 

第２９条 この規約の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第１４章 附則 

 

 1 この規約の公布の日から施行し、昭和４２年４月１日から適用する。 

 2 改正後の規約は、平成８年４月１日から適用する。 

改正後の規約は、平成８年４月１日から適用する。「役員構成 監事２人→１人」 

改正後の規約は、平成８年４月１日から適用する。「役員構成 顧問の設置」 

改正後の規約は、平成２４年４月１日から適用する。 

改正後の規約は、平成２７年４月１日から適用する。 

改正後の規約は、平成２７年１２月２６日から適用する。 

改正後の規約は、平成２８年１月１７日から適用する。 

改正後の規約は、平成３１年１月 19 日から適用する。「県協会と同じ組織名称」 

改正後の規約は、令和２年１月２５日改定とし、施行日は令和２年４月１日とする。 

改正後の規約は、令和２年１月２３日から適用する。 



業務分掌規定 

第１条 本規定は、規約第１０条に基づき、業務分掌について次のとおり定める。 

委員会 業務内容 

総務委員会 

１ 市協会の庶務および会計 

２ 鳥取県協会の登録事務 

３ 倉吉市体育協会との庶務・調整 

４ （財）鳥取県体育協会の表彰選考 

５ 倉吉市体育協会の表彰選考 

６ 鳥取県協会の表彰選考 

事業委員会 

１ 大会の企画 

２ 大会日程の作成 

３ 大会の開催 

 ア 申込受付 

 イ 組み合わせ 

 （理事長の指名する者を含み協議する。） 

 ウ 大会の準備 

 エ 大会の運営 

 オ 各種大会の庶務及び会計 

 カ 大会結果の報告 

４ 競技記録の管理 

５ 各種大会の審判業務 

６ 審判員の技術向上 

 ア 県協会主催の研修会参加 

 イ 審判講習会の実施 

強化委員会 

１ 選手強化 

 ア 講習会の実施 

 イ 定例強化(練習・大会)の実施 

２ 指導者の技術向上 

 ア 講習会の実施 

３ 競技普及活動の実施 

 ア 各自治体・団体への指導者派遣 

第２条  本規定は、常任理事会の議決による。 

第３条  本規定は、平成１８年４月１日制定 

本規定は、平成２４年４月１日改定 

本規定は、平成３１年１月１９日改定 

 



会員登録番号の管理規定 

第１条 本規定は、規約第１条第３項に基づき、会員登録番号について下表のとおり

定める。ただし、鳥取県バドミントン協会等の上位団体において、会員登録番号の管

理方法に変更があった場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（鳥 取）          個人番号 

T  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会・連盟区分欄 
 １ 実業団（職域） 
 ２ 教職員 
 ３ レディース 
 ４ 社会人（地域、同好会） 
 ５ 学生 
 ６ 高校 
 ７ 中学 
 ８ 小学生 
 ９ その他未加盟 

個人番号 5 桁(市町村区分番号 2 桁＋個人番号 3 桁) 
＊＊１２３ 
＊＊に記載する番号は次の通りとする。 
鳥取市 ：１０～１１  三朝町 ：６２ 
倉吉市 ：２０～２１  北栄町 ：６３ 
米子市 ：３０～３１  琴浦町 ：６４ 
境港市 ：４０～４１  南部町 ：７１ 
岩美町 ：５１     大山町 ：７３ 
八頭町 ：５２     伯耆町 ：７４ 
若桜町 ：５３     日南町 ：７５ 
智頭町 ：５４     日野町 ：７６ 
湯梨浜町：６１     江府町 ：７７ 


